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申
告
相
談
の
前
に
次
の
項
目
が
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か

ご
確
認
く
だ
さ
い

スタート 申告が必要かどうか チェック！チェック！チェック！

●
営
業
等
所
得
や
不
動
産
所
得
、

農
業
所
得
が
あ
る
方…
…

　

収
支
内
訳
書
を
送
付
し
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
収
入
と
経
費
に
つ
い

て
項
目
ご
と
に
記
入
し
、
関
係
書

類
（
収
支
計
算
ノ
ー
ト
、
出
荷
証

明
書
、
領
収
書
な
ど
）
を
併
せ
て

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
３
年
中
に
新
た
に
事
業
を

始
め
た
方
で
、
収
支
内
訳
書
が
送

ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
税
務
署
で
申
告
し
た
方…

…

　

税
務
署
で
申
告
を
し
た
方
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
、所
得
税
が
か
か
ら
ず
、税

務
署
か
ら
確
定
申
告
不
要
と
言
わ

れ
た
方
は
、市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
譲
渡
所
得
が
あ
る
方…

…
…

　

譲
渡
収
入
額
が
特
別
控
除
額
以

下
に
な
る
場
合
で
も
、市
・
県
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。

●
個
人
年
金
や
満
期
保
険
金

な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た
方

　

公
的
年
金
以
外
の
生
命
保
険
契

約
な
ど
に
基
づ
く
年
金
（
個
人
年

金
）
や
生
命
保
険
な
ど
の
一
時
金

（
死
亡
保
険
金
・
満
期
保
険
金
・

解
約
返
戻
金
な
ど
）
の
支
払
い
を

受
け
た
方
は
、
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
市
・
県
民
税
の
申
告
で

追
加
す
る
控
除
が
あ
る
方…

　

所
得
の
分
か
る
書
類
（
源
泉
徴

収
票
な
ど
）
・
所
得
控
除
を
受
け

る
た
め
の
書
類
（
生
命
保
険
料
控

除
証
明
書
、
医
療
費
控
除
の
明
細

書
な
ど
）
を
持
参
し
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

間もなく始まります

2月14日㈪～3月15日㈫2月14日㈪～3月15日㈫

市・県民税の
申告相談

申告書の
ダウンロードは
こちらから

　

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
皆
さ
ん
へ
、
昨
年
の
申
告
状
況
な
ど
を
参
考

に
、
１
月
末
ま
で
に
申
告
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
申
告
案
内
が
送
ら
れ
て

い
な
い
方
も
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
確
認
の
上
、
必
要
な
方
は
申
告
し
て
く

だ
さ
い
（
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
る
方
に
は
、

市
か
ら
の
申
告
案
内
は
送
付
し
ま
せ
ん
）
。
な
お
、
申
告
書
用
紙
は
税
務

課
や
地
域
局
総
務
企
画
課
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー
に
備
え
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課　
　
　
　
　

☎
89・２
１
２
６

地
域
局
総
務
企
画
課
☎
73・２
１
１
２
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申
告
相
談
会
場
に

　
関
す
る
お
知
ら
せ会議室２

大会議室

福祉課
長寿

いきがい課
市民
保険課

会議室１

相談会場

相談会場
※注意

今年は会場ではありません

受け付け
入口

待合場所

〈市役所本庁舎１階〉 ●
能
代
地
域
の
申
告
相
談
会
場

を
変
更
し
ま
す

　

申
告
相
談
の
受
け
付
け
は
、
本

庁
舎
１
階
の
西
側
入
口
（
国
道
１

０
１
号
側
）
で
行
い
ま
す
。
会
場

内
と
待
合
場
所
は
寒
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
防
寒
対
策
の
上
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

※

相
談
会
場
は
会
議
室
１
と
会
議
室

２
と
な
り
、
係
員
が
誘
導
し
ま
す
。

●
申
告
相
談
会
場
で
の

感
染
対
策
に
つ
い
て

　

会
場
で
は
小
ま
め
な
換
気
や
手

指
消
毒
、
検
温
、
体
調
の
確
認
な

ど
感
染
症
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す

が
、
来
場
の
際
は
次
の
点
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

〇
次
の
症
状
な
ど
が
あ
る
場
合
は

入
場
で
き
ま
せ
ん

・
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
が
あ
る

・
咳
な
ど
の
風
邪
症
状
が
あ
る

・
２
週
間
以
内
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
陽
性
者
と
の
接

触
が
あ
っ
た　
な
ど

※

２
週
間
以
内
に
感
染
拡
大
地
域
へ

の
往
訪
歴
が
あ
る
方
の
入
場
を
制

限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申告書を自分で作成された方へ
　郵送または窓口で提出できます。

●内容を記載し、自署した申告書（日中連絡のつ
く電話番号を必ず記載してください）
●申告書の記入に使用した源泉徴収票、
　各種控除証明書　など
●マイナンバーカード（両面）または
　通知カード＋本人確認書類の写し
※通知カードは、その記載事項に変更がない場合、また
は正しく変更手続きが取られている場合に限ります。

●住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒
　（申告書の控え・添付書類の返送を希望する場合）

提出先　税務課㉗番窓口
　　　　地域局総務企画課⑧番窓口
受付日時　２月14日㈪～３月15日㈫
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
※土・日曜日、祝日除く
※窓口では受付時に申告相談や内容確認は行いません。
　また、所得税の確定申告書は受け付けできません。

　　確定申告書作成会場を開設します
　　入場には時間枠が指定された「入場整理
券」が必要です。整理券は当日会場で配布しま
すが、国税庁LINE公式アカウントで事前に発
行することもできます。
日時　２月14日㈪～３月15日㈫
　　　午前９時～午後５時
　　　※土・日曜日、祝日除く

確定申告書は
パソコンやスマートフォンでも作成できます
　パソコンやスマートフォンなどをお持ちの方
は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」で確定申告書を作成できます。作成
した申告書は、印刷して郵送また
はe-Taxで電子送信により提出で
きます。
＞＞いずれも
問合せ　能代税務署☎52－6111

国税庁LINE
公式アカウント

国税庁
ホームページ

〇
感
染
対
策
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

 

会
場
入
口
で
手
指
消
毒
を
し
て

い
た
だ
き
、
会
場
内
で
は
マ
ス
ク

の
常
時
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

当
日
の
混
雑
状
況
に
よ
り
会
場
へ

の
入
場
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
接
触
確

認
ア
プ
リ
（
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ａ
）
へ

の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

　

お
互
い
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確

保
さ
れ
た
状
態
で
、
感
染
者
と
接

触
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
通
知
を

受
け
取
れ
ま
す
。

申
告
相
談
の
日
程
は

次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

申告相談にお越しの方へ

持ち物チェックリスト
　次の書類などを忘れずにご持参ください。下
記チェックリストで持ち物を確認しましょう。

□筆記用具
□所得の分かる書類　※源泉徴収票など
□所得控除を受けるための書類
　※保険料控除証明書や医療費控除の明細書など
□マイナンバーカードまたは
　通知カード＋本人確認書類
※通知カードは、その記載事項（氏名・住所
など）に変更がない場合、または正しく変
更手続きが取られている場合に限ります。

□本人名義の口座が分かるもの
　※還付申告の方のみ
□税務署からはがきや封筒が送られている
方はそのはがきなど
厚手の上着など、防寒対策をお願いします。

提
出
書
類

能代税務署
からの
お知らせ


